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十
八
世
紀
中
国

の
行
政
変
革

の
特
質

清
朝
乾
隆
期
の
山
西
省
の
事
例
を
中
心
に

宮

嵜

洋

一

は

じ

め

に

清
朝
は
そ
の
前
半
期
に
は
対
応
す

べ
き
種
々
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
中
国
王
朝
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
新

し
い
事
態
、
例
え
ば
宋

代
頃
か
ら
始
ま

っ
た
森
林

の
減
少
な
ど
に
よ
る
燃
料
の
転
換
、
明
末
か
ら
の
棉
業
な
ど
の
生
産
業

の
発
達
に
よ
る
急
激
な
商
業
の
発
展
と
市
場
の

拡
大
、
清
代
に
お
け
る
人
口
の
爆
発
的
増
加
な
ど
、
社
会
生
活
の
上
に
ま
で
及
ぶ
大
き
な
変
化

へ
の
対
応
も
迫
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
に
お
け
る
中
国
社
会
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
明
清
史
研
究
の
中
で
特
に

「
地
域
社
会
」
論
と
し
て
、
流
通
や
市
場
構
造

.
地

域

エ
リ
ー
ト
や
移
民
社
会

・
地
域
の
行
政
や
財
政
な
ど
を
題
材
と
し
て
精
力
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ

の
動
向
の
中
で
、
変
容
を

生
み
出
す

一
つ
の
要
因
と
し
て
産
業
構
造
の
変
化
、
特
に
燃
料

の
転
換
な
ど
に
よ

っ
て
清
代
に
急
速
に
発
展
し
て
き
た
鉱

山
業
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
筆

者
は
石
炭

の
開
採
や
各
地
の
生
産
業
の
展
開
と
同
時
進
行
的
に
、
地
方
の
行
政
組
織
が
変
動
し
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
た
。
例
え
ば
人

口
が
増
加
す
れ
ば
そ
れ
に
伴

っ
て
事
務
が
煩
雑
に
な
り
、
そ
の
分
担
当
官
吏
を
増
や
し
た
り
、
行
政
区
画
を
移
動
さ
せ
た
り
す
る
の
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
の
変
化
の
仕
方
に
は
、
政
権
担
当
者
の
意
図
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
も
間

違

い
な
い
。
即
ち
行
政
の
変
化
に
当
時
の
そ
の
地
域
の
民
衆
と
官
、
及
び
社
会
情
勢
と
行
政
の
関
係
の
在
り
方
が
窺
え

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
変
化
が
清
朝
期
に
生
じ
た
新
し
い
事
態
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
江
南
や
北
京
な
ど
の
経

済
的

・
政
治
的
先
進
地
の
み
に
現
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
清
朝
の
中
国
支
配
全
般
の

一
つ
の
特
質
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
論
で

は
、
地
理
的
に
は
直
隷
の
隣
に
位
置
し
な
が
ら
も

一
般
的
に
は
政
治

・
経
済
の
後
進
地
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
、
山
西
省

の
行
政
組
織

の
変
遷
を
具



体
的
に
検

証
し
、
そ
の
変
遷
の
背
景
に
如
何
な
る
人
々
の
意
志
や
行
動
原
理
が
存
在
し
た
の
か
、
ま
た
清
朝

の
中
国
支

配
の
在
り
方
を
考
察
し
て

み
る
。

一
、
州
県
行
政
変
革
の

一
般
的
特
質

山
西
省

は
明
代
に
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
か
ら
軍
事
的
に
重
要
な
地
域
で
あ

っ
た
。
清
代
に
入

っ
て
そ
の
緊
張
関
係

は
緩
和
さ
れ
た
と
は
い
え
、

清
朝
側
か

ら
い
え
ば
あ
く
ま
で
異
民
族

の
居
住
地
に
接
す
る
地
域
で
あ

っ
た
。
ま
た
明
清
交
替
期
に
お
け
る
李
自
成
軍

や
反
清
勢
力
と

の
抗
争
を

経
て
、
混
乱
し
た
秩
序
の
回
復
に
も
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
特
に
長
城
周
辺
以
北
は
長
ら
く
軍
衛
の
治

め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

そ
の
経
過
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
明
代
洪
武
三
年
に
雲
武

・
朔

・
東
勝
な
ど
を
押
さ
え
て
長
城
以
北
を
平
定
す
る
と
、

翌
年
白
羊
城
に
大
同
都

衛
を
置
き
、
七
年
に
は
大
同
府
を
置
く
こ
と
に
な

っ
た
。
二
十
五
年
に
な
る
と
辺
界
を
定
め
て
二
十
六
衛
を
設
置
し
て
大

同
府
の
支
配
下
に
置
き
、

同
時
に
太
原

・
平
陽
の
住
民
か
ら
兵
を
集
め
て
屯
田
を
開
始
し
た
。
統
廃
合
に
よ
る
衛
数
の
多
少

の
変
化
は
あ

っ
た
が
、

明
代
を
通
し
て
、
北
方

統
治
の
基
盤
を
大
同
府
に
置
き
長
城
周
辺
以
北
の
地
域
を
軍
制
下
に
置
い
て
管
理
す
る
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
清
朝
も
順
治

・
康
煕

の
約
八

　
　

へ

十
年
間
を
明
制
を
受
け
継
ぐ
形
で
過
ご
し
た
。
特
に
順
治
十
三
年
か
ら
康
煕
四
年
ま
で
は
大
同
府
に
山
西
総
督
を
置
き
、

北
方

の
守
り
を
固
め
た
。

こ
う
し
た
状
態
に
変
化
が
現
れ
る
の
は
雍
正
年
間
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
山
西
巡
撫
諾
民
は
雍
正
三
年
に
、
右
玉
林
衛
を
昇
格
さ
せ
て
朔
平

府
と
な
し
附
郭

の
県
と
し
て
右
玉
県
を
置
き
、
左
雲
川
衛
を
左
雲
県
、
平
魯
衛
を
平
魯
県
に
改
め
て
朔
州
と
馬
邑
を
併
せ

て

一
府
を
創
設
す
る
こ

へ
　

　

と
を
上
奏
し
て
認
可
さ
れ
、
翌
四
年
に
朔
平
府
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
大
同
府
で
も
乾
隆
十
五
年
に
前

々
年
に
得
勝
口
外
に
新
設

さ
れ
た
豊
川
衛
と
鎮
寧
所
を
併
せ
て
豊
鎮
庁
を
置
き
、
陽
高
県
の
通
判
を
移
駐
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
上
奏
さ
れ
ど
の
よ
う
な
判
断

の
も
と
で
実
行
さ
れ
た
か
は
、
地
方
志
や
実
録

の
記
述
で
は
た
だ
設
置

の

事
実
を
伝
え
る
の
み
で
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
お
お
よ
そ
二

つ
の
理
由
が
推
定
で
き
る
。
先
ず
第

一
に
清
朝
の
対

蒙
古
政
策
に
お
け
る
自
信
の
確
立
と

い
う
政
治
的
理
由
で
あ
る
。
田
村
實
造
氏
が

「清
朝

の
蒙
古
統
治
策
」
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
康
煕
二
十

九
年
か
ら

の
ジ

ュ
ン
ガ
ル
親
征
に
よ
り
ほ
ぼ
外
蒙
古
を
制
圧
し
、
事
な
か
れ
主
義
の
懐
柔
策
か
ら
脱
し
て
蒙
古
を
完
全
に
勢
力
下
に
お
け
る
よ
う

　
ヨ

　

に
な

っ
た
。
清
朝

の
圧
倒
的
軍
事
力
を
示
し
蒙
古
に
対
す
る
支
配
の
自
信
を
高
め
た
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
山
西
北
部
に
お
け
る
統
治
組
織
も
変

化
が
現
れ

て
き
て
当
然
で
あ
り
、
所
謂

「内
地
化
」
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。



第
二
に
長
城
外
で
の
開
墾
が
進
み
急
速
に
漢
人
が
進
出
し
て
き
た
た
め
に
生
じ
た
社
会
的
理
由
で
あ
る
。
清
朝
は
蒙
古
を
懐
柔
す
る
方
法
の

一

つ
と
し
て
蒙
古
の
権
利
を
保
護
し
て
い
た
。
例
え
ば
彼
ら
の
生
活
の
手
段
た
る
牧
畜
を
ま
も
る
た
め
に
放
牧
地

へ
の
侵
入
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い

ハ
る

ソ

た
。
し
か

し
既
に
明
代
か
ら
山
西
の
み
な
ら
ず
熱
河
や
東
北
で
も
漢
人
の
北

へ
の
進
出
は
始
ま

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
拍
車

を
か
け
た

の
が
蒙
古
人
自
ら
の
漢
人
招
墾
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
貨
幣
経
済
の
進
展
や
中
国
的
生
活
の
流
入
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
小
作

料
を
取

っ
て
漢
人
に
開
墾
さ
せ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
更
に
は
札
薩
克

・
貝
子
旗
下
の
土
地
ま
で
開
墾
が
進
み
、
つ
い
に
清
朝
も
乾
隆
十
三
年
に

　ら

　

は

「民
人
所
典
蒙
古
地
畝
、
応
計
所
典
年
分
、
以
次
給
還
原
主
」
と
民
人
の
開
墾
を
禁
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
そ

の

一
方
で
、
雍
正

.
乾

隆
頃
に
は
蒙
古

の
牧
地
に
関
わ
ら
な

い
限
り
に
お
い
て
、
清
朝
自
ら
積
極
的
に
長
城
以
北
で
の
開
墾
を
進
め
る
こ
と
と
な

る
。
例
え
ば
乾
隆
三
十

　
　

　

年
に
は
山

西
巡
撫
彰
寳
や
察
哈
爾

都
統
巴
爾
品
ら
が
太
僕
寺
牧
廠
内

の
蒙
古
旗
地
と
隣
接
す
る
部
分
で
の
開
墾
を
押
し
進

め
る
。
こ
れ
ら
の
事
態

を
受
け
て
清
朝
は
軍
制
か
ら
州
県
制

へ
と
次
第
に
移
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
雍
正
元
年
に
帰
化
城
蒙
古
民
事
同
知
が
、
乾
隆
元
年
に
は
繧
遠
城
糧
餉
理
事
同
知
が
新
設

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新

設
の
背
景

に
は

「
解
餉
逓
犯
、
絡
繹
不
絶
」
、
「
民
人
寄
寓
者
十
有
余
万
、
耕
種
田
畝
」
、
「夷
民
混
雑
、
争
訟
繁
多
」
と

い
う
よ
う
な
帰
緩
六
庁
の

コ
ご

事
情
が
あ
り
、
人
々
の
移
動
、
戸
口
増
加
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
治
安
の
悪
化
が
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
変
化
を
示
す
の
は
以
上
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
乾
隆

『晋
政
輯
要
』
巻

一
官
鉄
繁
簡
を
見
て
い
く

と
、
清
朝
初
期
に
規
定
さ

れ
た
府
州
県
官
の
ポ
ス
ト
の
評
価
が
あ
る
時
期
に
大
幅
に
変
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
表
1
は

『晋
政
輯
要
』
か
ら
そ
の
変
化

の
様
子
を
ま

と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
朔
平
府
で
あ
る
が
、
同
知

・
附
郭
の
右
玉
知
県
は

「
要
訣
」
か
ら

「
簡
訣
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
知
府
の
ポ

ス
ト
は

「衝
繁
疲
」
か
ら

「
衝

繁
難
」
と

そ
の
統
治
の
困
難
さ
が
増
し
て
い
る
。
そ
の
事
由
は

「逼
近
辺
塙
、
為
口
外
衝
途
」
と
な
っ
て
お
り
、
人
々

の
通
過
の
増
加
を
窺
わ
せ

る
。
変
化

の
時
期
は
右
玉
県
に
つ
い
は
乾
隆
三
十

一
年

の
巡
撫
彰
實
の
上
奏
に
よ

っ
て
い
る
。
知
府

・
同
知
に
つ
い
て
は
年
次
は
明
か
で
は
な
い

が
、
同
知

・
知
県
の
レ
ヴ

ェ
ル
を
下
げ
た
分
同
時
に
知
府
を
上
げ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
州
県
で
は
朔
州
が

「
地
当
孔
道
、
通
賦

不
清
。
嗣
査
該
州
積
欠
全
完
、
実
不
為
疲
。
惟
係
塘
姑
要
路
、
往
来
往
宿
、
差
務
頗
多
、
治
理
非
易
」
と
の
理
由
で

「
衝
疲
中
訣
」
か
ら

「
衝
繁

難
要
訣
」

に
変
わ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
「衝
」
と
さ
れ
る
州
県
が
多

い
の
は
帰
化
城

へ
の
要
路
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
に
大
同
府
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
同
じ
く

「界
達
蒙
古
、
為
口
外
四
達
通
衛
、
管
轄
九
属
、
事
務
紛
繁
、
実
為
難
理
」
と
交
通
の
要
所
で
あ
り



表1山 西省州県繁簡

府 ・州

朔平府

大同府

保徳州

寧武府

代 州

平定州

太原府

沿州府

州 ・県

右玉県
左雲県

平魯県

朔 州
馬邑県

大同県

懐仁県

山陰県

広霊県

天鎮県

応 州

渾源州

保徳州

河曲県

寧武県
神池県

五暴県
偏関県

代 州

繁峙県
五台県

惇 県

析 州

定裏県
静楽県
平定州

孟 県
壽陽県

楽平県

陽曲県
太原県

楡次県
徐溝県
交城県

太谷県

惇 県
文水県

嵐 県
興 県
苛嵐州

沿陽県

平遙県
孝義県

介休県
石楼県

寧郷県
永寧州

臨 県

原 定
衝

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

繁

○
○

○
○

○

○

○

0

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

難

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○

○

○

疲

○

○
○

○
○
○

○

○

訣

要

要

中

中

中

中

要

要

中

中

簡

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

要

簡

中

中

要

中

中

要

中

中

中

要

要

要

要

中

中

中

要

中

簡

簡

中

中

要

要

中

要

簡

簡

中

中

変 革 後

衝

○
○
○

○

○
○

○
○
○

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○
○

△

○

○

○

○

○

繁

○
○
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且
つ
管
轄
区
域
が
広
く
、
当
初
か
ら

「
兼
四
要
鉄
」
と
な

っ
て
い
る
。
但
し
府
内
に
豊
鎮
庁
が
設
置
さ
れ
た
ほ
か
は
、
全
ポ
ス
ト
が
中
訣
か
ら
簡

鉄
と
な

っ
て
い
る
。

保
徳
州

・
寧
武
府

・
代
州

・
折
州

・
平
定
州
は
ほ
ぼ
す

べ
て
中
訣
か
ら
簡
訣
と
な

っ
て
い
る
が
、
代
州

の
惇
・県
で

「
専
衝
」
か
ら

「
専
衝
梢

難
」
と
難
易
度
が
上
が

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
嗣
査
該
県
民
弓
俗
桿
、
計
訟
頗
多
、
治
理
非
易
」
と
言
う
よ
う
に
、
訴
え
ご
と
の
増
加
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
平
定
州
の
寿
陽
県
は
、
乾
隆
三
十

一
年
巡
撫
彰
寳
の

「
係
川
陳
直
隷
通
街
、
設
有
太
安

一
駅
、
事
務
紛
紙
」
と

い
う
意
見
に
よ

り
、
「衝
繁
中
鉄
」
か
ら

「衝
繁
難
要
鉄
」
に
変
わ
り
重
要
度
が
増
し
て
い
る
。

中
部
に
移

っ
て
先
ず
太
原
府
で
あ
る
が
、
省

の
首
都
所
在
地
で
あ
る
た
め
知
府

・
同
知

・
陽
曲
知
県
は
当
初
の

「
衝
繁
難
要
訣
」
と
い
う
設
定

は
変
わ
ら
な

い
。
太
原
府
内
の
各
州
県
は
概
ね
中
訣
か
ら
簡
鉄
に
下
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
徐
溝
県
だ
け
は

「
衝
繁
中
訣
」
か
ら

「衝
繁
難

要
鉄
」
に
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
徐
溝
県
が
清
源
県
を
統
合
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
清
源
県
の
統
合
の
経
過
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。乾

隆
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
、
布
政
使
文
綬
は
次

の
よ
う
に
上
奏
し
た
。

即
ち
、
乾
隆
二
十
七
年
十
二
月
に
山
西
布
政
使
に
着
任
し
た
文
綬
が
省
内
の
事
情
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
検
討
し
て
変
え

た
方
が
よ

い
も

の
を
見
い

だ
し
た
。

そ
れ
が
徐
溝
県
と
清
源
県

の
統
合
問
題
で
あ

っ
た
。
共
に
県
治
と
し
て
は
小
さ
す
ぎ
る
し
費
用
が
無
駄
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
統

合
の
仕
方

も
問
題
で
あ
る
。
清
源
県
に
は
駅
が
な
い
と
は

い
え
、
大
路
が
通

っ
て
お
り
尭
城
鎮
も
あ
り
、
そ
の
差
務
を

移
す
の
も
不
都
合
で
あ
る
。

謹
奏
、
為
請
裁
併
冗
設
之
県
治
、
以
碑
吏
治
、
以
節
虚
廉
、
仰
祈
聖
竪
事
。
窺
奴
才
荷
蒙
皇
上
天
恩
、
補
授
山
西
布
政
使
、
自
上
年
十
二
月

初
九

日
到
任
、
於
通
省
地
方
情
形
、
悉
心
体
察
、
其
中
尚
有
応
行
簿
酌
変
通
、
以
裡
吏
治
者
。
如
太
原
府
属
之
徐
溝
県
、
所
管
地
方
四
面
彊

界
自
十
里
至
十
五
里
而
止
、
統
計
週
囲
僅
止
三
十
八
里
、
所
轄
村
荘
不
過
四
十
八
村
、
揆
其
体
制
、
実
不
足
設

一
県
治
。
考
諸
誌
乗
、
該
県

原
係
清
源
県
属
之
徐
溝
鎮
、
前
代
因
其
地
当
大
路
、
設
有
同
父
駅
靖
、
遂
分
設
徐
溝
県
治
。
今
査
清
源
県
所
管
四
面
彊
界
、
亦
僅
自
十
里
三

十
里
而
止
、
地
方
並
非
遼
潤
、
合
清
徐
二
県
之
幅
唄
、
尚
不
及
中
県
之
地
。
因
徐
溝
設
有
駅
靖
、
乃
将

一
隅
之
地
、

分
設
県
治
、
既
与
体
制

　
　

　

不
符
、
復
多
廉
費
銭
糧
。
且
清
源
県
難
無
駅
姑
、
亦
有
大
路
十
里
、
併
有
発
城

一
鎮
、

一
切
差
務
、
転
多
不
能
照
応

。



彼
は
徐
溝
県
を
廃
止
し
て
清
源
県
に
併
合
し
よ
う
と
す
る
。
但
し
徐
溝
県
は
陳
西

・
甘
粛

・
河
南
省
と
の
交
通
の
要
所

で
あ
り
、
地
方
官
も
そ

こ
で
任
務

に
就
く
の
が
都
合
が
よ

い
。
調
べ
て
み
る
と
徐
溝
県

の
県
治
に
は
官
署
が
す
べ
て
揃

っ
て
お
り
、
統
合
し
た
場
合
清
源
県
を
徐
溝
県
治

に
移
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
徐
溝
県
の
官
職
に

つ
い
て
は
廃
止
し
俸
工
に

つ
い
て
は
餉
に
当
て
る
べ
き
だ
。
清
源
県
の
官
職

は
そ
の
ま
ま
拡
張
せ
ず

に
移
す
の
だ
が
、
徐
溝
県
治
は
交
通
の
要
所
で
あ
り
業
務
は
重
大
で
あ
る
。
従

っ
て
知
県
の
ポ
ス
ト
は
原
定

の

「衝
繁

の
中
訣
」
か
ら

「
衝
繁
難

　
　

　

の
要
訣
」

に
改
め
る
べ
き
だ
。
こ
う
す
れ
ば
無
駄
な
ポ
ス
ト
が
省
け
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
乾
隆
帝

は

「
該
部
議
奏
」
と
殊
批

　
い

　

を
記
し
て

い
る
。
結
果
的
に
は
文
綬
の
上
奏
通
り
清
源
県
治
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
但
し
、
徐
溝
県
を
残
す
形

で
あ
る
。
地
理
的
に
は

清
源
県
は
そ
の
南
西
の
交
城
県
を
通

っ
て
陳
西
に
出
る
通
路
に
あ
り
、
徐
溝
県
は
南
方
の
太
谷
県
と
北
方
の
省
城
と
の
中

間
に
あ
る
。
こ
の
場
合

南
北
の
交

通
路
が
重
視
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

清
源
県

の
廃
止
に
は
、
当
然
反
発
が
あ

っ
た
。
『高
宗
実
録
』
巻
六
百
九
十

一
乾
隆
二
十
八
年
七
月
十
九
日
の
記
述
に
よ
る
と
、
清
源
県
生
員

秦
龍
光
が
書

い
た
連
名
の
嘆
願
書
を
持

っ
て
県
民
孫
肇
廷
ら
が
北
京
に
上
告
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
清
朝
は

「無
知
愚
民
、
易
為
所
惑
」

と
に
べ
も

な
く
は
ね

つ
け
て
い
る
。
彼
ら
が
如
何
な
る
人
物
か
は
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
恐
ら
く
は
陳

西
と
の
交
易
に
関
わ
る
者

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

話
を
繁
簡
表
の
方
に
戻
す
と
、
沿
州
府
で
は
知
府
が
乾
隆
二
十
二
年
の
布
政
使
蒋
於
義
の

「
管
轄
八
属
、
地
方
遼
潤

、
事
務
股
繁
、
俗
惇
民
弓
、

素
称
難
治
」
と
い
う
上
奏
に
よ
り

「難
」
が
加
え
ら
れ
る
。
ま
た
介
休
県
で
も

「
地
当
孔
道
、
事
務
紛
紙
、
嗣
査
該
県
為
客
商
聚
集
之
藪
、
五
方

そ
こ
で
文
綬
は
案
を
提
示
す
る
。

似
応
将
徐
溝

一
県
裁
汰
、
傍
帰
清
源
県
管
理
。
但
該
処
地
当
陳

・
甘

・
豫
省
四
衝
孔
道
、
駅
靖
所
在
、
地
方
官
就
近
料
理
為
便
。
査
徐
溝
県

城
池

・
倉
庫

・
衙
署

・
監
獄

・
壇
廟
等
項
、
均
各
斉
全
。
既
将
該
県
裁
併
、
不
若
将
清
源
県
移
於
徐
溝
、

一
切
差
務
伍
可
就
近
料
理
。
其
官

役

・
俸
工
等
項
、
倶
伍
其
旧
無
庸
更
張
。
至
徐
溝
県
知
県

・
典
史

・
教
諭

・
訓
導
等
官
役
、
尽
行
裁
汰
。
俸
工
等
項

、
報
解
充
餉
。
清
源
県

既
将
徐
溝
帰
併
、
政
務
較
前
自
繁
、
且
路
当
孔
道
、
差
務
緊
要
。
応
請
将
知
県
原
定
衝
繁
中
訣
、
改
為
衝
繁
難
要
訣

、
在
外
棟
選
調
補
。
如

此
簿
酌
帰
併
、
既
可
省
無
益
之
冗
員
、
而
与
県
治
之
体
制
、
亦
相
符
合
　
。



雑
処
、
好
訟
難
理
L
と

い
う
理
由
で
、
「
難
」
が
加
え
ら
れ
る
。
介
休
県
の
変
遷
時
期
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
他
の
府
属
の
州
県
は

「中
鉄
」

か
ら

「
簡
訣
」
と
変
化
す
る
。

南
部
で
は
遼
州

・
曝
州

・
沁
州

・

安
府
は
ほ
ぼ

「
中
訣
」
か
ら

「
簡
訣
」
と
下
が

っ
て
い
る
が
、
雀
州
は
乾
隆
三
十
七
年
に
趙
城
県

.
霊
石

県
を
加
え

て
直
隷
州
に
昇
格
し
た
た
め

「
衝
繁
中
訣
」
か
ら

「衝
繁
難
要
訣
」
と
な
っ
た
。
平
陽
府
で
は
太
平
県
が

「専
繁
簡
訣
」
か
ら

「
衝
繁

難
要
訣
」
と
急
変
し
て
い
る
。
こ
れ
は
乾
隆
二
十
九
年

の
巡
撫
和
其
衷
の

「該
県
商
質
益
衆
、
戸
口
日
繁
、
徴
収
不
易
、
人
民
衆
庶
、
案
順
繁
多
、

駅
靖
往
来
、
要
差
絡
繹
」
と
い
う
上
奏
に
よ
る
。
こ
の
他
縫
州
の
聞
喜
県
が

「衝
繁
」
に

「
難
」
を
加
え
て
い
る
以
外
は
ほ
ぼ
レ
ヴ

ェ
ル
が
落
ち

て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
的
に
考
え
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
州
県
で
要
訣
か
ら
中
訣

へ
、
ま
た
は
中
鉄
か
ら
簡
鉄

へ
と
評
価
が
下
が
っ
て
い
る
の

は
、
清
朝
創
設
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
省
内
の
統
治
に
自
信
が
出
て
き
た
こ
と
の
反
映
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
い
く

つ
か

の
州
県
に
当
初
設
定
さ

れ
て
い
た

「疲
」

の
項
目
が
、
後
に
積
欠
が
完
了
し
て
は
ず
さ
れ
る
の
と
同
時
進
行
的
で
あ
る
。
ま
た
変
化
の
重
要
な
契
機
と
し
て
交
通
に
言
及

し
て
い
る
の
が
多
い
の
も
注
目
さ
れ
る
。
特
に
そ
れ
は
清
源
県
の
徐
溝
県

へ
の
統
合
や
平
陽
府
太
平
県
の
事
例
に
顕
著

に
現
れ
て
い
る
。
「難
」

に

つ
い
て
も
、
交
通
量
の
増
加
に
従

っ
て
客
商

の
往
来
お
よ
び
人
口
が
起
こ

っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
東
西
交
通
よ
り
も
南
北
交
通
の
重
視
も

一
つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
衝
繁
難
疲
す
べ
て
を
考
え
て
、
地
域
の
重
要
度
が
増
し

て
い
る
所

を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
朔
平
府
朔
州

・
代
州
惇
県

・
平
定
州
寿
陽
県

・
太
原
府
徐
溝
県

・
同
文
水
県

.
沿
州

府
介
休
県

.
直
隷
州
雀

州

・
蒲
州
府
猜
氏
県
と
、
く

っ
き
り
と
南
北
交
通
路
が
現
れ
て
く
る
。
多
く
は
変
化
の
時
期
が
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
わ

か
る
も
の
は
す

べ
て
乾

隆
年
間
で
あ
る
の
も
注
目
で
き
る
。
即
ち
康
煕
年
間
に
よ
う
や
く
安
定
を
取
り
戻
し
、
雍
正
年
間
頃
に
開
墾
な
ど
の
新

し
い
動
き
が
始
ま
り
、
そ

う
し
て
変
化
し
た
社
会
に
沿

っ
た
行
政
変
革
を
乾
隆
期
に
断
行
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
変
化
の
理
由
を
開
墾

の
進
展
と
人
口
増
加
だ
け
に
求
め
れ
ば
、
南
北
交
通

の
重
視
が
説
明
で
き
な
い
。

も
し
糧
食
の
移
動
や
古

く
か
ら
存
在
し
た
塩
の
流
通
の
み
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
動
き
は
よ
り
人
口
の
多

い
直
隷
に
向
か
う
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
即
ち
東
西
交

通
も
重
視

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
極
端
な
結
果
に
は
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
省
内

の
行
政

変
革
を
も
う
少
し
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
き
た
い
。



二、
巡
検
の
移
動
と
山
西
省
鉱
産
業

石
炭
の
産
出
す
る
所
で
は
、
概
ね
硫
黄
の
産
出
が
あ
る
。
硫
黄
分
を
含
む
石
炭
を
、
密
封
し
た
鉄
鍋
の
中
に
入
れ
て
熱
を
加
え
る
と
硫
黄
分
が

融
け
出
し

て
下
に
た
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
石
炭
さ
え
多
量
に
あ
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
硫
黄
が
手
に
入
る
の
で
あ
る
。
山
西
は
最
古

の
採
炭
記
事

が
あ
る
よ
う
に
、
中
国
石
炭
の
主
要
産
地
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
乾
隆
年
間
に
中
国
の
ほ
ぼ
全
土
で
採
炭
業
が
急
激
に
発
展
し
た
こ
と
を
以
前
述

　
ロ

　

べ
た
が
、

一
般
的
に
中
国
の
石
炭
は
良
質
で
、
日
本
の
石
炭
ほ
ど
硫
黄
分
を
含
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
地
質
学
的
に
い
え
ば
海
産
と
陸
産
の
差
だ

と

い
う
。
そ
の
中
で
も
太
行
山
脈
沿
い
の
石
炭
は
硫
黄
分
が
多
く
、
従

っ
て
山
西
省
は
中
国
の
硫
黄
生
産
の
中
心
と
な

っ
た
。
さ
て
こ
の
石
炭
及

び
硫
黄

の
産
出
に
関
連
し
て
、
も
う

一
つ
の
行
政
変
革
が
起
こ

っ
て
い
た
。

硫
黄
は
顔
料

・
火
薬
等
の
原
料
と
し
て
使
わ
れ
官

・
軍
の
必
需
品
で
あ
り
、

一
般
に
は
そ
の
私
的
生
産

・
販
売
は
禁

止
さ
れ
て
い
た
。
官
の
側

は
、
も
う

一
つ
の
軍
需
品
で
あ
る
硝
石
と
と
も
に
採
弁
規
定
を
設
け
て
い
た
。
即
ち
、
軍
需
の
硝
石

・
硫
黄
に

つ
い
て
は
直
隷

・
山
西

・
河
南

・

甘
粛

・
湖
南

・
湖
北

・
広
東

・
雲
南

・
貴
州

・
四
川
の
十
省
は
自
省
で
採
弁
、
江
蘇

・
安
徽

・
浙
江
の
三
省
は
山
西
で
、
福
建

・
広
西
の
二
省
は

湖
南
で
、
江
西
は
広
東
で
、
山
東
は
河
南

・
山
西
で
、
陳
西
は
四
川

・
山
西
で
採
弁
す
る
事
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
官

庁
で
使
用
す
る
分
は
、

セ

　

山
西
省
で
採
弁
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
硫
黄
は
民
間
で
も
必
要
な
物
品
で
あ
る
た
め
、
私
採
私
販
が
絶
え
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
官
の
側

は
し
ば
し
ば
禁
令
を
出
す
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
河
南
省
で
は
、
乾
隆
二
十

一
年
八
月

一
日
の
布
政
使
劉
惜
が
、
硫
黄

の
私
採
を
防
ぐ
た
め
省
内

　お
　

の
二
十
州
県
を
除
き
、
炭
鉱
を
閉
鎖
す
る
事
を
上
奏
し
て
い
る
。

ま
た
、
乾
隆

二
十
八
年
十
月
十
日
の
河
南
巡
撫
葉
存
仁
の
上
奏
に
、

窺
照
懐
慶
府
河
内
県
地
方
、
緊
傍
太
行
山
麓
、
居
民
多
籍
産
煤
資
生
、
其
煤
蜴
之
窪
、
産
有
銅
核
者
、
即
官
為
封
禁
、
遵
行
已
久
。
…
…
拠

該
府
知
府
沈
営
昌
、
率
同
該
県
、
遍
加
査
看
、
廃
窯
難
多
、
其
産
銅
核
甚
旺
者
、
惟
有
李
封

・
馬
封

・
王
封
等
村
六
客
、
計
毎
窟
可
容
八
人
、

毎
人
毎
日
可
採
銅
核
百
斤
、
其
銅
核
高
低
不
等
、
毎
百
斤
可
煉
出
熟
磧
数
斤
至
十
数
斤
不
等
、
計

一
歳
可
得
磧
数
万
斤
、
可
供
営
汎

・
地
方

之
用
等
情
。
…
…
去
後
、
鼓
拠
布
政
使
佛
徳
詳
、
拠
該
府
県
関
査
山
西
陽
城
県
辮
磧
章
程
、
即
令
窯
戸
焼
煉
、
官
為
稽
査
、
平
時
封
固
客

口
、



　
け

　

定
価
毎
斤
銀
三
分
等
。

と
あ
る
。
即
ち
、
太
行
山
麓
の
河
内
県
で
は
石
炭
と
と
も
に
硫
黄
の
原
料
と
な
る
銅
核
が
産
出
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
官
は
禁
じ
て
い
る
。
し

か
し
、
知
府
の
沈
営
昌
の
報
告
に
よ
る
と
客
毎
に
八
人
の
人
夫
を
入
れ
、
毎
人
毎
日
銅
核
百
斤
が
採
れ
、
そ
の
百
斤
か
ら
硫
黄
数
斤
か
ら
十
数
斤

採
れ
、

一
年
に
す
れ
ば
数
万
斤

の
硫
黄
が
採
れ
、
営
温
の
需
要
に
回
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
布
政
使
佛
徳
と
該
知
県

に
山
西
省
耕
磧
章
程
を

調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
窪
戸
に
焼
煉
さ
せ
、
官
が
稽
査
を
行
い
、
平
時
に
は
窟
口
を
閉
鎖
し
、
定
価
銀
三
分
で
発
売
す
る
、
と
あ

っ
た
、
と
い
う
。

さ
て
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
国
の
多
く

の
省
が
山
西
省
の
硫
黄
に
依
存
し
、
ま
た
他
の
省
も
山
西
省
の
開
採

方
法
を
学
ん
で
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
山
西
省
の
硫
黄
政
策
を
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た

い
。

先
ず
山
西
省
の
硫
黄
政
策
を
見
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

査

雍

正

十

二
年

六

月

、

河
東

総

督

田
口

口

、

奏

定

厳

禁

硝

磧

之

例

、

奉

旨

、

依

議

、

欽

此

。

:
…

.又

、

乾

隆

九

年

、

山

西

按

察

使

多

□

□

奏

、

私

磧

五

十

斤

以

下

、

照

私
磧

例

治

罪

、

奉

旨

、

依

議

、

欽

此

。

…

…

又

乾

隆

二

十

二

年

正

月

、

前

撫

臣

明

口

具

奏

、

以

晋

省

煤

窟

山

洞

之

間

、

有

出

産

磧

鉱

者

、

除

産

磧

無

多

之

代

州

・
翼

城

・
霊

石

・
平

陸

・
永

済

・
蒲

県

、

及

帰

化

城

・
薩

拉

斉

.
清

水

河

、

均

経

封

閉

厳

禁

外

、

惟

陽

曲

・
陽

城

二

処

産

磧

、

聴

直

隷

・
河

南

・
山

東

・
陳

西

・
江

南

・
湖

北

・
等

省

、

赴

晋

採

買

、

並

聴

匠

作

.
商

人

、

附

批

採

買

、

並

派

武

　ヨ

職
稽
査
弾
圧
、
移
駐
同
知
専
司
売
磧
等
因
、
奉
旨
、
依
議
、
欽
此
欽
遵
。
各
在
案
。

そ

の
後

、

例

え

ば

陽

曲

県

で

は

、

陽
曲
県
、
毎
年
約
焼
硫
磧

二
萬
七
千
余
斤
、
係
供
本
省
大
同
各
営
路
、
並
本
省
各
州
県
火
薬
匠

・
操
磧
配
薬
採
買

之
需
。
此
磧
係
在
陽
曲
県

　
　

属
之

王
封
山
等
処
焼
煉
、
太
原
府
同
知
専
司
稽
査
。
由
陽
曲
県
魯
売
、
毎
礒

一
斤
価
銀
三
分
。

と
な
っ
て

い
る
。
即
ち
、
山
西
省
で
は
硫
黄
は
私
的
に
採
取
す
る
事
は
厳
禁
で
あ
り
、
産
出
の
多

い
所
は
、
太
原
府

の
陽
曲
県

.
澤
州
府
の
陽
城



県
以
外

は
封
閉
す
る
。
そ
の
二
処
で
は
各
省
か
ら
の
採
賈
人

・
匠
作

・
商
人
が
購
買
す
る
の
を
許
可
す
る
。
警
備
に
は
武
職
を
派
遣
し
、
そ
の
地

に
同
知
を
移
駐
し
て
販
売
に
当
た
ら
せ
る
。
硫
黄

一
斤
あ
た
り
の
価
格
は
銀
三
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
山
西
省

の
磧
山
政
策
は
成
り
立

っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
政
策
を
完
成
さ
せ
た
巡
撫
明
徳
の
政
策
案
に
つ
い
て
、
細
か
く
検
討
を
行
っ
て
み
た

い
。

山
西
省

巡
撫
明
徳
は
満
州
正
紅
旗
人
で
、
雍
正
十
二
年
筆
帖
式
か
ら
太
常
寺
博
士
に
補
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
歩
軍
統

領
衙
門
員
外
郎
か
ら
湖

南
按
察
使
と
な
る
が
、
あ
る
事
件
で
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
し
て
弾
劾
さ
れ
、
革
職
と
な
る
。
そ
の
後
盛
京
礼
部
郎
中

・
山
東
尭
州
府
知
府

・
済

南
府
知
府

・
山
東
塩
運
使
を
経
て
、
軍
事
能
力
を
買
わ
れ
て
山
西
雁
平
道
に
調
補
さ
れ
、
甘
粛
安
西
道

・
湖
北
按
察
使

・
四
川
布
政
使

・
甘
粛
布

政
使
を
経

て
、
乾
隆
二
十

一
年
二
月
以
来
山
西
巡
撫

の
任
に
あ

っ
た
が
翌
年

一
旦
そ
の
任
を
解
か
れ
、
二
十
七
年
再
度
任

じ
て
三
十
年
に
江
蘇
巡

撫
に
転
出
す
る
ま
で
山
西
を
管
轄
し
た
。

乾
隆
二
十
二
年
の
正
月
、
彼
は
礒
山
政
策
に
つ
い
て
上
奏
す
る
。

晋
省
煤
窟
山
洞
之
間
、
有
出
産
磧
鉱
者
、
除
産
磧
無
多
之
代
州

・
翼
城

・
霊
石

・
平
陸

・
永
済

・
蒲
県
、
及
帰
化

城

・
薩
拉
斉

・
清
水
河
等

処
、
均
経
封
閉
厳
禁
外
、
惟
陽
曲

・
陽
城
二
県
、
磧
鉱
甚
旺
。
是
以
各
省
来
晋
購
弁
者
、
如
直
隷

・
河
南

・
山
東

・
陳
西

・
江
南

・
湖
北
等

　ぜ

省
、

及
晋
省
各
営
、
毎
年
共
採
弁
十
万
余
斤
至
二
十
余
万
斤
不
等
、
倶
取
資
於
陽
曲
県

・
陽
城
県
。

山
西
省

の
炭
鉱
で
硫
黄
が
産
出
す
る
も
の
は
代
州

・
翼
城

・
平
陸

:
水
済

・
蒲
県

・
帰
化
城

・
薩
拉
斉

・
清
水
河
以
外

は
す

べ
て
閉
鎖
す
る
。

陽
曲

・
陽
城
は
産
磧

が
盛
ん
で
あ
る
た
め
、
各
省
及
び
省
内
各
営
の
需
要
は
約
十
万
斤
か
ら
二
十
万
斤
あ
る
が
、
全
て
こ
の
地
で
採
弁
し
て
い
る
、

と
い
う
。
炭
鉱

の
開
採
が
許
さ
れ
て
い
る
地
は
概
ね
北
方
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
燃
料
需
要
を
賄
う
た
め
に
、
許
可
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

続
い
て
、

臣
査
陽
曲
県
西
山

一
帯
、
層
轡
畳
障
、
鳥
道
羊
腸
、
延
表
百
有
余
里
、
在
在
皆
有
磧
鉱
可
抱
、
即
山
溝
之
内
、
並
有
鉱
塊
可
拾
。
陽
城
地
方
、

其
情
形
大
概
相
彷
。
且
用
鉱
焼
磧
、
為
時
不
須
得
鉱
易
、
而
煎
煉
不
難
。
此
所
以
易
起
私
焼
之
弊
。
況
産
磧
之
地
所
、
設
官
員
、
不
足
以
資



弾
圧
稽
査
。
如
陽
曲
之
王
封
村

・
陽
城
之
東
冶
鎮
、
僅
各
設
巡
検

一
員
、
不
特
官
職
卑
微
、
難
於
弾
圧
。
而
鉱
地
遼

潤
、
山
深
管
密
、
路
径

多
岐

、
巡
検

一
員
終
日
巡
査
、
亦
不
能
遍
難
免
顧
此
而
失
彼
。
該
二
県
知
県
駐
剤
城
内
、
倶
有
地
方
民
事
、
且
離
鉱
廠
鴛
遠
、
難
問

一
往
査
、

勢
難
常
日
在
彼
。
至
於
営
温
武
職
、
如
陽
曲
地
方
属
太
原
営
、
管
轄
該
営
汎
広
、
兵
単
差
務
繁
多
、
稽
察
難
週
。
其
陽
城
県
、
僅
設
外
委

一

員
駐
剖
県
城
、
更
属
鞭
長
莫
及
。

と
陽
曲
県

の
現
状
を
述
べ
る
。
硫
黄
は
鉱
石
を
拾

っ
て
簡
単
に
製
造
出
来
る
上
、
産
出
地
域
は
深
山

の
中
に
あ
り
、
現
状

の
巡
検

一
員
で
は
、

一

日
中
管
轄
地
域
を
巡
察
し
て
も
必
ず
見
落
と
し
が
出
る
。
知
県
は
県
城
に
あ

っ
て
民
事
も
忙
し
く
、
現
地
に
常
時
出
か
け

る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

武
職
に
つ
い
て
は
、
陽
曲
で
は
営
温
の
管
轄
が
広
く
、
差
務
も
忙
し
く
、
陽
城
で
は
外
委
を

一
員
置

い
て
い
る
だ
け
で
、
十
分
と
は
言
え
な

い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
そ
の
対
策
を
提
示
す
る
。

必
須
移
駐
大
員
、
酌
定
章
程
、
設
法
厳
査
、
庶
私
焼
私
販
之
弊
、
可
以
杜
絶
。
応
請
将
陽
城
之
東
冶
巡
検
、
移
駐
欄
車
鎮
、
以
欄
車
鎮
同
知
、

移
駐
東
冶
鎮
。
其
陽
曲
之
王
封
巡
検
裁
汰
、
将
太
原
府
同
知
、
移
駐
王
封
村
。
該
二
同
知
、
各
於
所
管
境
内
、
親
至
廠
所
、
不
時
厳
査
、
母

許
私
焼
透
漏
、
侃
令
将
毎
煎
獲
磧
斤
、
並
筈
売
各
数
、
於
年
底
造
冊
報
部
査
核
。
惟
是
文
官
、
衙
役
無
多
、
必
須
武

職
帯
兵
巡
査
。
但
移
汎

安
塘

、
必
須
更
改
営
制
。
且
現
在
各
営
、
無
堪
調
之
員
、
請
於
撫
標
両
営
、
及
太
原
営
、
守
備
三
員
内
、
毎
季
派
委

一
員
、
帯
領
千
把
二
員
、

兵
丁

六
十
名
、
分
路
巡
査
、
遇
有
私
焼
私
販
、
即
行
厳
掌
解
交
王
封
同
知
、
詳
報
究
治
。
陽
城
地
方
、
亦
照
此
弁

理
。

彼
の
主

張
の
中
心
は
、
こ
の
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
行
政
組
織

の
徹
底
的
な
改
編
で
あ
る
。
巡
検
ク
ラ
ス
の
官
を
廃

止
ま
た
は
移
動
さ
せ
て
、

大
員
で
あ
る
同
知
に
武
職
兵
員
を

つ
け
て
派
遣
し
、
取
締
の
規
模
を
拡
大
し
よ
う
と

い
う

の
で
あ
る
。
巡
検
は

一
般
に
地
方
行
政
の
末
端
に
あ

っ

て
地
域

の
治
安
警
察
に
あ
た
り
、
交
通
の
要
所
や
都
市
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
山
西
省

で
は
当
初
四
十
三
の
巡
検

司
が
置
か
れ
て
い
た
が
、

幾
多

の
変
遷
を
経
て
光
緒
期
に
は
三
十
五
に
統
廃
合
さ
れ
て
い
る
。

乾
隆
年
間
に
は
山
西
省
で
、
州
県
の
格
の
改
変
と
巡
検

の
移
動
を
含
む
徹
底
し
た
行
政
組
織
変
革

の
動
き
が
あ
る
が
、
二
十
年
代
か
ら
三
十
年

　　

代
初
頭
に
か
け
て
が
最
も
大
き
く
動
い
て
い
る
。
こ
の
陽
曲

・
陽
城
の
動
き
は
そ
の
先
鞭
を

つ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
の
間
第

一
章
で
も



述

べ
た
よ
う
に
県
の
廃
止
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
明
徳

の
時
に
行
わ
れ
た
。
彼
が
そ
れ
ら
を
行

っ
た
背
景
に
は
幾

つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、

お

　

こ
の
陽
曲

・
陽
城
に
関
し
て
言
え
ば
、
同
時
期
直
隷
や
山
東
で
摘
発
さ
れ
た
硫
黄
密
売

ル
ー
ト
の
成
立
に
よ
り
、
硫
黄
の
生
産
地
で
あ
る
山
西
省

で
の
私
採
増
加
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
県
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
清
源
県
で
あ
る
が
、
問
題
に
な

っ
た
徐
溝
県
と
は
県

の
規
模
は
そ
れ
ほ
ど
か

わ
ら
ず
、
清
源
県

の
方
か
ら
も
廃
止
反
対
の
抗
議
が
な
さ
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
廃
止
が
決
定
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
変
わ
り
に
清
源
の
地
に
は

乾
隆
三
十
二
年
に
巡
検
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
陽
曲

・
楡
次

・
徐
溝

・
太
谷
と
連
な
る
南
北
の
交
通
網
が
重
視
さ
れ
た
結
果
と
も

考
え
ら
れ
る
。
但
し
同
じ
く
廃
止
さ
れ
た
平
順
県
で
は
県
城
に
巡
検
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
旧
管
轄

の
玉
峡
関
巡
検

の
支
配
が
壷
関
県
に
移

っ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。

こ
の
硫
黄
に
関
し
て
は
、
明
徳
が
、

磧
斤

一
項
、
各
省
民
間
在
所
必
需
、
如
銀
匠

・
薬
舗

・
薫
布
薫
帽

・
煎
煉
銀
砂

・
火
燈
花
爆
之
類
、
在
在
需
用
、
若
不
定
以
官
筈
之
法
、
則

　　

無
磧

之
地
、
勢
必
百
計
購
求
。

と
述

べ
る
と
お
り
、
民
間
需
要
も
高
く
、
必
要
と
す
る
者
は
そ
れ
こ
そ
百
計
を
講
じ
て
も
買
う
た
め
に
殺
到
す
る
で
あ
ろ
う
。
明
徳
上
奏
の
時
期

は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。
陽
曲

・
陽
城
の
磧
山
の
そ
の
後
は
、
陽
曲
県
に
は
山
東

・
陳
西
が
、
陽
城
県
に
は
河
南

・

　ね
　

陳
西

・
断
江

・
福
建

・
湖
広

・
江
蘇

・
安
徽

の
各
省
が
採
弁
に
訪
れ
て
い
た
。
し
か
し
嘉
慶
年
間
に
な
る
と
、
陽
城
県

の
産
磧
量
が
減
少
し
、
巡

撫
伯
麟
は
陽
城
県
で
の
採
弁
を
止
め
て
陽
曲
県
で
全
て
を
賄
う
よ
う
に
上
奏
す
る
。
こ
れ
は
す
ぐ
に
は
認
可
さ
れ
ず
、
そ

の
後
も
陽
城
で
の
採
弁

は
続
く
が
、
陽
曲
県
ま
で
足
を
伸
ば
す
こ
と
を
上
奏
す
る
背
景
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
交
通
網
の
整
備
が
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

さ
て
、
陽
曲

・
陽
城
以
外
に
目
を
転
じ
て
み
る
。
表
2
は
光
緒

『晋
政
輯
要
』
巻

一
吏
政
の
記
事
に

『高
宗
実
録
』

の
記
事
を
併
せ

つ
つ
、
巡

検
の
移
動

・
廃
止

の
あ

っ
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
述

べ
た
が
、
当
初
の
四
十
三
の
内
三
十
五
の
治
安
に
携
わ
る
巡
検
が
移
動

・

へ　

廃
止
さ
れ

て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
、
省
内
の
社
会
事
情
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
陽
曲
県

・
陽
城
県
以
外

の
変
遷
の
例

を
検
討
し

て
み
よ
う
。

乾
隆
三
十
三
年
六
月
二
十
八
日
の
巡
撫
蘇
爾
徳
の
上
奏
で
扮
州
府
永
寧
州
青
龍
鎮
、
及
び
口
外
の
色
爾
登
の
例
が
窺
わ
れ
る
。
先
ず
青
龍
鎮
巡



検

に

つ

い

て
見

て

み

る

と

、

沿
州
府
属
之
永
寧
州
青
龍
渡
地
方
、
向
因
渡
口
為
山
陳
要
津
、
商
販
往
来
、
査
収
税
務
、
是
以
設
有
巡
検

一
員
、
専
司
其
事
。
乾
隆
元
年
間
、

黄
河
水
決
、
滝
没
盧
舎
、
居
民
遷
徒
他
処
、
税
務
復
経
裁
免
。
行
旅
倶
従
軍
舗
湾
渡
河
而
西
、
与
青
龍
渡
相
距
甚
遠
、
現
在
居
民
、
止
有
二

十
三
家
、
務
農
為
活
、
母
庸
専
員
分
駐
。
査
該
州
属
之
柳
林
鎮
、
陳
省
往
来
大
道
、
商
賈

絡
繹
、
宵
小
易
於
潜
踪
逼
近
煤
窯
、
好
良
無
為
莫

　
お

　

辮
、
人
姻
湊
集
、
事
端
百
出
、
亟
須
専
員
稽
査
。
若
以
青
龍
渡
巡
検
、
改
移
柳
林
鎮
、
於
地
方
甚
有
益
。

と
述

べ
て

い
る
。
即
ち
永
寧
州
青
龍
渡
は
陳
西

へ
の
重
要
な
渡
し
場
で
あ
り
、
商
人
ら
が
往
来
し
、
そ
の
税
務
の
た
め
に
巡
検

一
員
が
置
か
れ
て

い
た
。
と

こ
ろ
が
乾
隆
元
年
に
黄
河
が
范
濫
し
た
た
め
、
居
民
は
移
動
し
税
務
も
廃
止
さ
れ
た
。
現
在
旅
行
者
は
青
龍

渡
か
ら
は
か
な
り
離
れ
た

軍
舗
湾
か
ら
陳
西

へ
渡

っ
て
お
り
、
青
龍
渡
の
現
状
は
二
十
三
家
族
し
か
居
住
し
て
お
ら
ず
、
専
ら
農
業
に
従
事
し
て
お
り
、
巡
検
を
駐
在
さ
せ

る
必
要
は
な
い
。

一
方
同
州
の
柳
林
鎮

(青
龍
渡
か
ら
黄
河
の
支
流
東
川
河
を
約
六
～
七
キ
ロ
下

っ
た
と
こ
ろ
)
は
、
こ
れ
も
陳
西

へ
渡
る
大
道

で
、
商
人

の
往
来
も
あ
り
、
近
く
の
炭
坑
は
無
頼

の
絶
好
の
隠
れ
場
で
あ
る
。
良
い
も
悪

い
も
掴
み
が
た
く
、
争
い
ご
と
は
頻
発
す
る
状
態
で
あ

る
か
ら
、
是
非
に
巡
検
を
置
い
て
取
り
締
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
従

っ
て
青
龍
渡
巡
検
を
柳
林
鎮
に
移
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
来

の
巡
検
所
在
地
の
衰
退
と
、
柳
林
鎮

の
発
展
状
況
、
即
ち
交
通

の
要
所
と
し
て
ま
た
炭
坑
開
採
の
場
と
し
て
の
人
員
の
吸
収
力
が
窺
え
る
。

継
い
で
蘇
爾
徳
は
口
外
で
の
状
況
に
触
れ
る
。

又
査
帰
化
城
属
之
色
爾
登
地
方
、
因
乾
隆
二
十
六
年
、
裁
去
善
岱
巡
検
、
移
駐
該
地
。
原
為
十
五
溝
、
草
地
許
民
墾
種
、
恐
将
来
業
戸
衆
多
、

需
員
稽
査
、
是
以
設
有
巡
検

一
員
。
嗣
於
乾
隆
二
十
七
年
正
月
内
、
案
准
部
杏
、
草
地
不
許
多
墾
、

一
塊
溝
内
、

不
許
多
容

一
人
。
現
在
居

民
僅
有
五
家
、
所
設
巡
検
、
実
為
間
暖
。
今
査
該
庁
属
之
畢
斉
克
斉
村
、
姻
戸
稠
密
、
蒙
民
雑
処
、
千
有
余
戸
、
為

口
外
商
旅
要
路
、
好
究

易
蔵
。
該
村
地
接
十
五
溝
、
南
連
原
分
管
善
岱

・
東
煽
等
六
十
七
村
、
且
係
帰
化
城

・
薩
拉
斉
適
中
之
地
。
若
以
色
爾
登
巡
検
、
移
駐
畢
斉

克
斉
村
、
其
就
近
弾
圧
、
並
将
解
送
人
犯
舗
遮
公
文
責
、
令
収
管
接
送
、
可
免
疎
虞
遅
惧
、
而
於
口
外
地
方
、
更
為
有
益
。



表2巡 検の変革

巡検所在府

口外

(朔平府)

(大同府)

朔平府

寧武府

代州

太原府

沿州府

窪州

曝州

瀦安府

平陽府

澤州府

蒲州府

縫州

解州

巡検名

色爾登
和林格爾毘都喬
寧遠庁後営子村
豊鎮庁高廟子村
豊鎮庁大荘科村

朔州馬邑郷
左雲県助馬口
左雲県高山城

平魯県井坪城

偏関県老営墾

雁門所
五台県高洪口

陽曲県天門関
陽曲県王封村
祁県龍舟谷

嵐県鹿径嶺

溌陽県黄薦嶺
介休県張蘭鎮
永寧州青龍鎮

霊石県冷泉関

大寧県馬圖関

長治県西火鎮
黎城県吾児硲
平順県玉峡関

臨沿県張村盆
吉州平渡関

鳳台県東冶鎮
鳳台県横望鎮
鳳台県柳樹店
沁水県東鴎嶺

永済県風陵渡
永済県永楽
臨晋県角杯村

垣曲県横嶺関

茜城県随底渡

設置年

?

乾20
?

乾14

乾32

嘉元

雍7

雍7

雍7

雍4

雍4

国初

9

9

国初

国初

国初

乾7

国初

国初

?

乾9

国初

国初

?

国初

乾12

康61

康50

国初

雍?

国初

雍7

国初

国初

変革年

乾33

嘉14

光10

乾40

光10

道12

道12

乾43

乾28

道12

9

乾7

乾32

乾22

康40

9

雍4

乾22

乾33

順16

順15

乾29

乾29

乾29

順15

順15

乾22

乾20

乾10

雍7

乾4

?

嘉22

乾27

乾58

変革後所在

畢斉克斉
包頭
科布爾
張皐児
二道河

州東40里 へ

県北90里 へ

裁改大谷 県主簿

裁

裁

裁
壱懐鎮

清源鎮
裁以本府同知移駐
裁
裁

裁、乾隆7復 活

裁以本府同知移駐

柳林鎮

仁義鎮

裁

瀦城県虹梯関
澁城県石城里
隷平順→壺関

裁
裁

陽城県欄車鎮
裁
裁
端氏鎮

撞関
裁
曲沃県侯馬鎮

裁

裁

典拠:光 緒 『晋政輯要』巻一 吏 政 ・官政

及び各 地方志 ・実録参考



色
爾
登
巡
検

(帰
化
城
の
南
西
約
四
十
キ

ロ
)
は
、
乾
隆
二
十
六
年
に
将
来
の
戸
口
増
加
を
見
越
し
て
善
岱
巡
検
を
移
駐
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

開
墾
に
対
す
る
官

の
対
応
が
変
わ
り
入
植
を
制
限
し
た
た
め
、
現
在
五
家
し
か
お
ら
ず
、
巡
検
所
在
地
と
し
て
は
不
都
合

で
あ
る
。

一
方
同
じ
帰

へね
　

化
城
庁
の
畢
斉
克
斉
村
は
千
以
上
の
家
族
が
蒙
古

・
漢
人
雑
居
で
居
住
し
て
お
り
、
ま
た
重
要
な
商
業
ル
ー
ト
で
あ

っ
て
無
頼
も
集
ま
り
や
す

い
。

こ
こ
は
色
爾
登
巡
検

の
管
轄
区
域
た
る
十
五
溝
と
も
接
し
て
お
り
、
南
は
善
岱

・
東
埼
等
の
六
十
七
村
と
も
接
し
て
い
る
。
ま
た
帰
化
城
と
薩
拉

斉
を
結
ぶ

ル
ー
ト
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
。
従

っ
て
色
爾
登
巡
検
を
畢
斉
克
斉
に
移
駐
さ
せ
れ
ば
、
取
締
や
犯
罪
者

の
護
送
に
も
有
益
で
あ
る
、

と

い
う
。

こ
こ
で
は
色
爾
登
巡
検
が
開
発
の
先
鞭
と
し
て
国
初
設
置
の
善
岱
巡
検
を
移
駐
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
先
ず
注
目
し
た

い
。
第

一
章
で
官

の
側
が

積
極
的
に
長
城
外

で
の
開
墾
を
推
進
し
た
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の

一
つ
の
査
証
と
言
え
よ
う
。
長
城
外
は
内
部
と

で
は
気
候
も
異
な
る
し
蒙

古
と
接
す

る
と

い
う
条
件
が
あ
る
。
明
代
か
ら
漢
人
の
進
出
が
始
ま

っ
て
い
た
と
は
い
え
帰
化
城
等

の
拠
点
を

の
ぞ
け
ば
広
大
な
牧
草
地
が
広
が

る
地
域
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
清
朝
は
行
政
力
を
も

っ
て
新
し

い
都
市
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

勿
論
人
間
が
住
む
の
で
あ
り
生
活
を
営
ん
で
い
く
の
だ
か
ら
、
行
政
力
の
み
で
は
都
市
は
成
立
し
が
た

い
。
従

っ
て
帰
化
城

・
薩
拉
斉
、
更
に

は
蒙
古

へ
と
続
く
交
易
ル
ー
ト
に
位
置
す
る
畢
斉
克
斉
に
人
々
が
集
ま
り
、
そ
こ
に
巡
検
を
設
置
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
但
し
巡
検

を
移
動
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
支
配
を
続
け
よ
う
と
す
る
清
朝
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
行
政
支
配
と
民
衆

(
こ
の
場

合
は
商
人
を
意
図
し
て
い
る
)
は
対
立
す
る
も
の
と
は
考
え
な

い
。
行
政
の
側
が
あ
る
程
度
目
星
を

つ
け
て
開
発
を
計
画

し
、
そ
れ
に
商
人
が
出

資
す
る
形

で
協
力
す
る
と

い
う
官
商

一
体
と
な

っ
た
開
発
と
都
市
建
設
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
開
発
は
土
地
の
開
墾
だ
け
で
は
な

く
、
硫
黄

や
石
炭
な
ど
の
鉱
山
開
発
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
陽
曲
県

の
硫
黄
の
開
発
で
あ
り
、
帰
化
城
西
北
の
大
青
山
の
炭
坑
開
発
で
あ

　　

　　

る
。
ま
た
朔
州
馬
邑
郷
も
石
炭
の
産
地
で
あ

っ
た
。

お
わ
り
に

十
八
世
紀

の
山
西
省
は
行
政
的
に
大
き
な
変
革
の
時
期
で
あ

っ
た
。
州
県
官
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
変
え
、
州
県
を
統
廃
合

し
、
そ
し
て
巡
検
を
移
動

さ
せ
た
。
そ
の
事
由
と
し
て

「
戸
口
日
繁
」
と
か

「不
適
実
情
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
社
会
的
変
化

を
も
た
ら
し
た
背
景
に

は
、
行
政
側
自
ら
が
主
導
し
た
土
地
の
開
発
や
鉱
山
開
発
が
あ

っ
た
。
但
し
そ
れ
は
決
し
て
押
し

つ
け
で
は
な
い
。
と

い
う
の
は

一
つ
に
は
そ
の



変
革
が
交

通
路
の
往
来
の
増
加
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

一
つ
に
は
こ
れ
ら
の
開
発
が
各
地

で
の
生
産
業
の
発
達
と
い

　
ザ

　

う
副
産
物
を
生
み
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
朔
平
府
や
代
州

・
太
原
府
等

の
陶
磁
器
生
産
や
沿
州
府
の
酒
の
生
産
で
あ
る
。
従

っ
て
こ

の
時
期
の
変
革
は
行
政
と
民
衆
の

一
体
と
な

っ
て
押
し
進
め
た
も

の
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
が
長
城
以
北
の
、
こ
れ
ま
で
中
央
支
配
の
及
ば
な
か

っ
た
地
域

へ
の
進
出
で
あ
る
か
ら
自
明
の
こ
と
と
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な

い
で
あ
ろ

う
。
硫
黄

開
採
な
ど
山
西
中

・
南
部
を
含
め
た
変
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
新
た
に
開
発
を
行
い
、
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
行
政
の
変
革
を
行
う
。
即

ち
官
民

一
体

で
地
域
支
配
体
系
を
組
み
立
て
直
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
は

い
え
、
現
時
点
で
は

「官
民

一
体
」

の

「
民
」

の
具
体
像
は
掴
み
き

っ
て
い
な
い
。
江
南

で
取
り
上
げ
ら
れ
た

郷
紳

・
無
頼
等
や
、
長
城

外
の
諸
都
市

の
ギ
ル
ド

・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
の
存
在
な
ど
は

っ
き
り
し
た
像
が
捉
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
少
な
く
と
も
鉱
山

に
投
資
す
る
人
々
は
農
民

の
副
業
程
度

の
も
の
で
は
な
い
と
は
推
定
で
き
る
。
こ
の
点
、
今
後
生
産
業
の
在
り
方
及
び
流
通
の
実
態
を
検
証
す
る
過
程
で
明
ら
か
に
し
て
行

き
た

い
。

注
(1
)

こ
れ
ら
の
経
過

に
つ
い
て
は
光
緒

『
山
西

通
志
』

巻
二
十
八
府
州
庁
県
考
、
及
び
雍
正

『朔
平
府
志
』

・
乾
隆

『大
同
府
志
』

の
各
沿
革
志
参
照
。

(2
)

雍
正

『
朔
平
府
志
』
巻
三
方
輿
参
照
。

(3
)

田
村
實

造

「
清
朝
の
蒙
古
統
治
策
」

(東
亜
研
究
所
編

『清
朝

の
邊
彊
統
治
政
策
』
、

一
九

四
四
年
、
至
文
堂
)
第

一
章
二

一
～
二
三
頁

(4
)

明
代
か
ら
山
東
省

の
人
々
が
盛
京
を
中
心

と
す

る
遼
東
方
面
と

の
交
渉
が
あ

っ
た

こ
と
は
、
松
浦
章

「清
代

に
お
け
る
山
東

・
盛
京
間

の
海
上
交
通
に

つ
い
て
」

(『東
方
学
』
第
七
十
輯
、

一
九
八
五
)
参
照
。

(5
)

乾
隆

『理
藩
院
則
例
』

(中
国
社
会
科
学
院
中
国
辺
彊
史
地
研
究
中
心
編

『清
代
理
藩
院
史
料
輯
録
』
所
載
、

一
九

八
八
)
録

阻
清
吏
司
下
田
宅
参
照
。

(6
)

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
十
七
輯
酩
～
麗
頁
所
載
。

こ
の
開
墾

に

つ
い
て
の
具
体
的
な
経
過
は
別
途
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
は
開
墾
の
事
実
が
あ

っ
た
こ
と
を

述

べ
る
に
止
め
る
。

(7
)

乾
隆

『晋
政
輯
要
』
巻

一
官
訣
簡
繁

の
帰
繧
六
庁
の
項
参
照
。

(8
)

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
七
輯
六
三
～
六
四
頁
所
載
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

(9
)

同
様

の
理
由
か
ら
潴
安
府
平
順
県
も
乾
隆
二
十
九
年

二
月
十
九
日
の
総
督
和
其
衷

の
上
奏
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て

い
る
。

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

二
十
輯
六

一
四

～
六

一
五
頁
参
照
。

(
10
)

『高
宗
実
録
』
巻
六
百
九
十
三
乾
隆

二
十
八
年
八
月
二
十
日
、
総
督
明
徳

の
報
告
を
吏
部
が
議
准
し
、
新
生
徐
溝
県

の
成
立
が
確
定
す
る
。



(11
)

拙
稿

「清
朝
前
期

の
石
炭
業
」

(『史
学
雑
誌
』
第
百
編
第
七
号
、

一
九
九

一
)
参
照
。

(12
)

光
緒

『欽
定
工
部
則
例
』
巻
二
十
五
軍
需
所
載
。

(13
)

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
五
輯
七

四
～
七
五
頁
所
載
。

(14
)

『宮

中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
九
輯

一
五
六
～

一
五
八
頁
所
載
。

(15
)

乾
隆

『晋
政
輯
要
』
巻
七
晋
省
硝
磧
所
載
。

(16
)

道
光

『陽
曲
県
志
』
巻
九
兵
書
所
載
。

(
17
)

同
前
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
。

(
18
)

乾
隆

『晋
政
輯
要
』
巻

}
官
鉄
簡
繁
参
照
。

(
19
)

『宮
中
槽
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
七
輯

二
四
～
二
七
頁

の
乾
隆

二
十

一
年
十

一
月
八
日
の
直
隷
総
督
方
観
承

の
上
奏
、
及
び
同
第
四
十
五
輯

四
二
二
～
四
二
六
頁

の
四

十
三
年
十

一
月
七

日
の
河
南
巡
撫
鄭
大
進

の
上
奏
参
照
。

(
20
)

注

(
16
)
参
照
。

(
21
)

嘉
慶

八
年
十

}
月
二
十

四
日
の
上
奏
。

『清
代
的
鉱
業
』
六
三
二
頁
所
載
。
但
し
、
こ
の
内
河
南

・
福
建

・
湖
広

の
各
省

は
乾
隆
三
十
年
以
後
採
弁
に
は
参
加

し
て

い
な

い
。
恐
ら
く
は
省
内
で
の
産
出
が
軌
道

に
乗

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

(22
)

川
勝
守
氏
は

「
明
代
、
鎮
市

の
水
柵
と
巡
検
司
制
度
」

(
『東
方
学
』
第
七
十

四
輯
、

一
九
八
七
)
に
お
い
て
、
江
南
に
お
け
る
鎮
市
と
巡
検
司
の
関
わ
り
を
鎮
市
防

衛
と

い
う
側
面
か
ら
捉
え
て

い
る
。

(
23
)

『宮

中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
第

三
十

一
輯

一
八

一
～

一
八
二
頁
。
次

の
引
用
も
同
じ
。

(
24
)

畢
斉
克
斉
は
今
堀
誠
二
氏
の

『中
国
封
建
社
会
の
構
造
』

(日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
七
八
)
第
四
部
第

一
編
で
畢
克
斉
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(25
)

前
掲
筆
者
論
文
参

照
。

(
26
)

康
煕

『馬
邑
県
志
』
土
産
貨
之
属
に

「
炭
、
離
城
十
余
里
及
三

・
四
十
里
北
山

一
帯
、
皆
有
鉱
、
俗
謂
之
窯
」
と
あ
る
。
ま
た

こ
の
項

に
は

「
不
載
旧
志
、
今
補

之
」
と
断

っ
て
あ
る
た
め
、
こ
の
こ
ろ
始
ま

っ
た
新

興
の
生
産
業
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

(27
)

『世
宗
実
録
』
巻
七
雍

正
元
年

五
月
十
九
日
の
項
に

「
山
西
平
定
州
等
処
、
山
多

田
少
、
糧
食
恒
銀
、
小
民
向
頼
陶
冶
器
具
、
輸
運
直
省
易
米
、
以
供
朝
夕
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
決
し
て
官

の
主
導

に
よ
る
も

の
で
は
な

い
が
、
製
陶
技
術

の
浸
透
や
燃
料

・
材
料

の
確
保
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。


